
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本数値は、交番での 

取扱い件数です。 

刑法犯認知件数とは異

なります。  

 

    車両の中に高価な工事道具や貴重品を 

     放置しないようにしましょう！ 

 通学路や自宅周辺の危険個所の確認 

 通学路や自宅周辺を一緒に歩いて、

こどもと同じ目線で確認し、危険箇所

を「具体的」に伝えましょう！ 

 立ち止まる場所や見る方向、確かめ

る対象を繰り返し指導しましょう。 

  

（例） 

・この場所は車が多いから、 

 ここで止まるのよ！ 

・車やバイクが来ていないか    

 右と左をよく見るのよ！ 

    

海外との電話が不要な方（固定電話）は、発信・着信を 

無償で休止できます今すぐ 

お申し込み・お問い合わせ↓ ↓  

 国際電話不取扱受付センター 

電話番号０１２０－２１０－３６４ 

（通話料無料） 

取扱時間 オペレーター案内   

     平日午前９時から 

       午後５時まで 

自動音声案内 平日、土日祝24時間 

2026年4月1日から自転車の交通違反に 
交通反則通告制度（青切符）が導入 

・対象は16歳以上 
※運転免許証の有無は関係ありません 

□自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。 
□これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の 
一部が、「青切符」で検挙されることとなります。 
 その場で反則金の納付書が交付されます。 
 
 ＊ しっかり学ぼう自転車ルール 

引続き、 

 基本的な交通ルールの遵守と 

 ヘルメット着用をお願いします。 

自転車への青切符の導入 

埼玉県警ＨＰ 

交通安全ｅラーニング 

埼玉県警ＨＰ 


